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文京区介護給付費等運営費等助成要綱 

 

 ２０文福障第２１７４号平成２１年３月３１日決定 

 ２４文福障第２６５９号平成２５年３月２６日改正 

２６文福障第２６７号平成２６年４月２８日改正 

２７文福障第１５８号平成２７年４月１日改正 

３０文福障第２３８号平成３０年４月１日改正 

  ３０文福障第２０２４号平成３０年１２月２８日改正  

 ２０２１文福障第４２８号令和３年５月２７日改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第８項に規定する短期入所（以下「短期入

所」という。）及び同条第１７項に規定する共同生活援助（以下「グループホーム」という。）

を行う事業者の安定的な運営を図るため、障害福祉サービスに係る介護給付費等に加算して

運営費等を助成し、もって障害福祉の向上に資することを目的とする。 

（対象事業者） 

第２条 運営費等に係る助成（以下「助成金」という。）の対象となる事業者（以下「対

象事業者」という。）は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号

に定める者とする。 

⑴ 短期入所 短期入所の事業について、法第３６条第１項の規定による指定を受けた

事業者 

⑵ グループホーム（東京都の区域内に所在する事業所で実施する事業に限る。以下

「都内型グループホーム」という。） グループホームの事業について、法第３６条

第１項の規定による指定を受けた事業者 

⑶ グループホーム（東京都の区域外に所在する事業所で実施する事業に限る。以下

「都外型グループホーム」という。） グループホームの事業について、法第３６条

第１項の規定による指定を受け、かつ、所在地が東京都の区域外にある事業者 

 （助成事業の内容等） 

第２条の２ 助成金の内容は、次に定めるとおりとする。 

⑴ 短期入所に係る運営費の助成 短期入所の運営を支援するための助成をいう。 

⑵ グループホームに係る運営費の助成 グループホームの運営を支援するための助成

をいう。 

 ⑶ 夜間支援体制に対する助成 都内型グループホームにおいて、夜間支援を行った場

合の助成をいう。 

 ⑷ 通過型グループホームに対する助成 東京都により通過型グループホームとして指

定を受けたグループホームに対する助成をいう。 

 ⑸ 精神科医療連携体制に対する助成 都内型グループホームが精神科医療との連携を
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行う体制を整備するために必要となる経費に対する助成をいう。 

２ グループホームに係る運営費の助成において、基準日数として算定できる日は、入居

者に対して次の支援を行った日とする。ただし、これらの支援を行う旨をあらかじめ個

別支援計画に記載していなければならない。 

⑴ 日常生活支援 

⑵ 食事提供支援 

⑶ 介護等支援 

⑷ 入院時における病院等との連絡調整等支援 

⑸ 帰宅時における家族等との連絡調整等支援 

⑹ 前各号のほか、入居者に対する支援 

（対象事業） 

第３条 助成金は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当する事業を行った場合に支払

うものとする。ただし、精神障害者及び難病患者がグループホームの対象事業者からサー

ビスの提供を受けた場合は、支払わないものとする。 

⑴ 法第２２条の規定により支給決定を受けた者にサービスを提供したとき。 

⑵ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１項、知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第２１条の６の規定により、区から措置を委託されたとき。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、次の各号に定める対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める額

を月単位で算定する。 

⑴  短期入所の対象事業者 東京都障害者（児）短期入所事業取扱要領（２９福保障自第１

９４４号）第４条の規定に基づき算定した額 

⑵ 都内型グループホームの対象事業者 東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領

（２０福保障居第３９８５号）第７条、第８条、第１２条及び第１３条の規定に基づき算定

した額 

⑶ 都外型グループホームの対象事業者 別表に掲げる区加算日額単価に基準日数を乗じて

得た額 

（助成の条件） 

第４条の２ 対象事業者は、助成金の交付を受けるに当たり、次に定める条件を遵守しなけれ

ばならない。 

⑴ 短期入所に係る助成の条件は、次に定めるところによる。 

ア 地方公共団体が認証した評価機関による福祉サービス第三者評価を３年に１回受審す

ること。この場合において、３年の起算日は（以下「起算日」という。）最後に当該福祉

サービス第三者評価の受審を完了した日の属する月の翌月１日とする。 

イ アの規定は、平成３０年４月１日以降新たに指定（指定更新を除く。）を受けた事業所

については、当該指定を受けた日から３年間は適用しない。 

ウ アに規定する第三者評価の受審が完了せずに３年を経過した場合は、起算日から３年
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を過ぎた月から受審が完了した月までのサービス提供分について、助成を受けることが

できない。 

⑵ グループホームに係る助成の条件は、前号アからウまで及びこの号に定めるところによ

る。 

ア 前年度に、事業所全体で一定数以上の世話人又は生活支援員が、当該グループホーム

を運営している法人以外の者による外部研修等を受講していること。この場合において、

「一定数」とは、事業年度の前年度の 4 月 1 日時点の事業所の定員数を３０で除した数

（小数点以下切り上げ）をいい、「外部研修等」とは運営法人以外の者が当該グループホ

ームの事業所外又は事業所内で実施する研修であり、主として障害理解に関する内容の

研修をいう。 

イ アの規定は、平成３０年４月１日以降新たに指定（指定更新を除く。）を受けた事業所

については、指定日を含む年度及びその翌年度は適用しない。 

ウ アの規定を満たさない場合は、翌年度のサービス提供分について助成を受けることが

できない。 

エ グループホーム運営事業者は、ユニットごとに、勤務している世話人又は生活支援員

のうち一人以上が、年に１回以上外部研修等を受講するよう努めること。 

 （助成金の請求） 

第５条 助成金の請求は、毎月１０日までに運営費等請求書に関係書類を添えて、区長に提出

するものとする。 

 （助成金の支払） 

第６条 区長は、前条の規定による請求のあった事業について適当であると認めた場合は、助

成金の交付を決定し、対象事業者へ支払うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第７条 区長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の交付決定の全部

又は一部を取り消すとともに、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができ

る。 

⑴ 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

⑵ 事業の内容等が対象事業と異なり、又は助成金の目的に反するとき。 

⑶ その他区長が必要があると認めたとき。 

 （違約加算金） 

第８条 対象事業者は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を

命じられたときには、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当

該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納付額を控除し

た額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を

除く。）を納付しなければならない。 

（延滞金） 

第９条 対象事業者は、第７条の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを

納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未
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納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）

を納付しなければならない。 

 （関係書類の作成及び保管） 

第１０条 対象事業者は、助成金及び事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を

作成し、当該会計年度終了後５年間保管しなければならない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、助成について必要な事項は、福祉部長が別に定

める。 

 

 

付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

   付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

ただし、第４条の２については、平成３３年４月１日より適用する。 

 付 則 

この要綱は、平成３０年１２月２８日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 

⑴ 第２条の２第５号の規定 平成３１年１月１日 

⑵ 第４条の２第１号の規定 令和３年４月１日 

⑶ 第４条の２第２号の規定 令和２年４月１日 

 付 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
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別表（第４条関係） 

区加算日額単価（令和３年４月１日以降） 
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備考 

１ この表における比率は、入居者の数と世話人の数の比率を表すものとする。 

 ２ この表において「体験」とは、グループホームを体験で利用するものをいう。 

 ３ この表において「個人ホームヘルプ」とは、法第５条第２項に規定する居宅介護及び同条第

３項に規定する重度訪問介護を個人で利用するものをいう。 


